
 

電気契約種別規程（低圧）＜Ｅ＋Ｅｎｅ北ガスの電気＞2024年 6月 1日実施 新旧対照表 
 

旧 備 考 新 

 

（省 略） 

 

４．電気契約種別及び料金表 

Ｅ＋Ｅｎｅ北ガスの電気 

 

（省 略） 

 

（５） 料金表（消費税等相当額を含みます。） 

① 基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりとします。ただし、契約電力が１キロワットに満たな

い場合の基本料金は、契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額とします。 

 

契約電力１キロワットにつき ３４７．３５円 
 

② 電力量料金 

電力量料金は、１か月の時間帯別の使用電力量によって算定します。 

ａ）昼間時間 

１キロワット時につき ４１．０６円 

ｂ）夜間時間 

１キロワット時につき ２８．３８円 

 

（省 略） 

 

付則  

契約規程の実施期日 

 

この契約規程は、２０２３年９月１日から実施します。ただし、本契約規程に基づく料金算定の方法は、

２０２３年９月分の料金から適用するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変 更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変 更 

 

 

 

（省 略） 

 

４．電気契約種別及び料金表 

Ｅ＋Ｅｎｅ北ガスの電気 

 

（省 略） 

 

（５） 料金表（消費税等相当額を含みます。） 

① 基本料金 

基本料金は、１か月につき次のとおりとします。ただし、契約電力が１キロワットに満たな

い場合の基本料金は、契約電力が１キロワットの場合の基本料金の半額とします。 

 

契約電力１キロワットにつき ３７５．９５円 
 

② 電力量料金 

電力量料金は、１か月の時間帯別の使用電力量によって算定します。 

ａ）昼間時間 

１キロワット時につき ４０．９５円 

ｂ）夜間時間 

１キロワット時につき ２８．３１円 

 

（省 略） 

 

付則  

契約規程の実施期日 

 

この契約規程は、２０２４年６月１日から実施します。ただし、本契約規程に基づく料金算定の方法は、

２０２４年６月分の料金から適用するものとします。 

 


